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右
の
議
案
を
提
出
す
る
。

　
　

令
和
七
年
二
月
十
九
日

�

提
出
者　
　

東
京
都
知
事　
　

小　
　

池　
　

百　
　

合　
　

子　
　
　
　
　

東
京
都
建
築
安
全
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

東
京
都
建
築
安
全
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
東
京
都
条
例
第
八
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

目
次
中
「
階
避
難
安
全
性
能
」
を
「
区
画
避
難
安
全
性
能
」
に
、
「
階
等
」
を
「
区
画
部
分
等
」
に
、
「
（
第
八
条
の
五
─
第
八
条
の
六
の

二
）
」
を
「
（
第
八
条
の
四
の
二
─
第
八
条
の
六
）
」
に
、
「
第
九
節　

特
殊
の
構
造
方
法
又
は
建
築
材
料
等
の
適
用
の
除
外
（
第
八
条
の
十

九
）
」
を
「
第
九
節　

特
殊
の
構
造
方
法
又
は
建
築
材
料
等
の
適
用
の
除
外
（
第
八
条
の
十
九
）

第
十
節　

別
の
建
築
物
と
み
な
す
部
分
（
第
八
条
の
二
十
）

第
十
一
節　

既
存
の
建
築
物
に
対
す
る
制
限
の
緩
和
（
第
八
条
の
二
十
一
・
第
八
条
の
二
十
二
）
」
に
改
め
る
。

　

第
三
条
の
二
中
「
主
要
構
造
部
」
を
「
特
定
主
要
構
造
部
（
法
第
二
条
第
九
号
の
二
イ
に
規
定
す
る
特
定
主
要
構
造
部
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
」
に
改
め
る
。

　

第
七
条
た
だ
し
書
中
「
に
掲
げ
る
」
を
「
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
」
に
改
め
る
。

　

第
七
条
の
二
第
一
項
第
一
号
中
「
あ
る
か
、
又
は
」
を
「
あ
る
建
築
物
（
特
定
主
要
構
造
部
が
耐
火
構
造
で
あ
る
建
築
物
を
含
む
。
次
号
に
お
い

て
同
じ
。
）
又
は
主
要
構
造
部
が
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
あ
る
か
、
又
は
」
を
「
あ
る
建
築
物
又
は
主
要
構
造
部
が
」
に
改
め
る
。

　

第
七
条
の
三
第
三
項
及
び
第
四
項
を
削
り
、
同
条
第
五
項
中
「
第
二
項
」
を
「
前
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
六
項
を
同

条
第
四
項
と
す
る
。

　

第
八
条
第
一
項
中
「
主
要
構
造
部
」
を
「
特
定
主
要
構
造
部
」
に
、
「
こ
の
項
及
び
次
項
」
を
「
こ
の
条
及
び
第
八
条
の
二
十
二
第
三
項
」
に
、

7 . 第 1 回 定 例 会



二

「
第
百
十
二
条
第
十
八
項
第
二
号
」
を
「
第
百
十
二
条
第
十
九
項
第
二
号
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
第
百
十
二
条
第
十
項
た
だ
し
書
」
を
「
第

百
十
二
条
第
十
一
項
た
だ
し
書
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
主
要
構
造
部
」
を
「
特
定
主
要
構
造
部
」
に
改
め
る
。

　

第
八
条
の
三
中
「
）
、
第
十
九
条
第
一
項
第
二
号
並
び
に
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
」
を
「
第
八
条
の
二
十
一
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
第

十
九
条
第
一
項
第
二
号
及
び
同
条
第
二
項
か
ら
第
五
項
ま
で
」
に
改
め
る
。

　

第
八
条
の
四
中
「
第
十
条
の
五
第
一
項
」
を
「
第
十
条
の
五
第
一
項
第
一
号
イ
及
び
第
二
号
イ
」
に
、
「
第
三
十
八
条
第
一
項
及
び
」
を
「
第
三

十
八
条
第
一
項
第
一
号
並
び
に
」
に
、
「
第
百
三
十
六
条
の
二
第
一
号
に
規
定
す
る
建
築
物
で
、
主
要
構
造
部
」
を
「
第
百
三
十
六
条
の
二
第
一
号

に
規
定
す
る
建
築
物
で
、
特
定
主
要
構
造
部
」
に
改
め
る
。

　

第
一
章
第
七
節
の
節
名
中
「
階
避
難
安
全
性
能
」
を
「
区
画
避
難
安
全
性
能
」
に
、
「
階
等
」
を
「
区
画
部
分
等
」
に
改
め
る
。

　

第
一
章
第
七
節
中
第
八
条
の
五
の
前
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
区
画
避
難
安
全
性
能
を
有
す
る
建
築
物
の
区
画
部
分
に
関
す
る
適
用
の
除
外
）

第
八
条
の
四
の
二　

令
第
百
二
十
八
条
の
七
第
二
項
に
定
め
る
区
画
避
難
安
全
性
能
を
有
す
る
建
築
物
の
区
画
部
分
（
同
条
第
一
項
の
区
画
部
分
を

い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
第
十
二
条
第
一
号
及
び
第
二
号
（
小
学
校
（
義
務
教
育
学
校
の
前
期
課
程
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に
限
る
。
）
、
第

十
四
条
第
一
項
、
第
十
五
条
（
専
修
学
校
及
び
各
種
学
校
に
限
り
、
か
つ
、
階
段
に
係
る
部
分
を
除
く
。
次
条
及
び
第
八
条
の
六
に
お
い
て
同

じ
。
）
並
び
に
第
七
十
二
条
（
階
段
に
係
る
部
分
を
除
く
。
次
条
及
び
第
八
条
の
六
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

　

第
八
条
の
五
の
見
出
し
中
「
等
」
を
削
り
、
同
条
中
「
又
は
令
第
百
二
十
九
条
の
二
第
三
項
に
定
め
る
全
館
避
難
安
全
性
能
を
有
す
る
建
築
物
の

階
」
、
「
（
義
務
教
育
学
校
の
前
期
課
程
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
」
及
び
「
（
専
修
学
校
及
び
各
種
学
校
に
限
り
、
か
つ
、
階
段
に
係
る
部
分
を

除
く
。
）
」
を
削
り
、
「
の
規
定
に
よ
り
」
を
「
に
お
い
て
」
に
改
め
、
「
（
階
段
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
」
を
削
る
。

　

第
八
条
の
六
中
「
第
十
一
条
」
を
「
第
十
条
の
五
第
一
項
第
一
号
ロ
及
び
第
二
号
ロ
、
第
十
条
の
八
、
第
十
一
条
並
び
に
第
十
二
条
及
び
第
十
三

条
（
そ
れ
ぞ
れ
小
学
校
に
限
る
。
）
、
第
十
四
条
第
一
項
、
第
十
五
条
、
第
二
十
条
（
第
七
十
三
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
、
第
二
十
五
条
第
二
号
、
第
二
十
六
条
、
第
三
十
八
条
第
一
項
第
二
号
、
第
四
十
三
条
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
、
第
四
十
四
条
」
に
、

「
第
五
十
条
第
二
項
並
び
に
第
五
十
一
条
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
」
を
「
第
四
十
七
条
第
一
項
、
第
四
十
八
条
、
第
四
十
九
条
、
第
五
十
条
第
二
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項
、
第
五
十
一
条
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
並
び
に
第
七
十
二
条
」
に
改
め
る
。

　

第
八
条
の
六
の
二
を
削
る
。

　

第
八
条
の
十
三
第
二
項
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一
項
及
び
前
項
第
二
号
」
を
「
前
項
」
に
改
め
、
「
及
び
前
項
第
二
号
の
引
き
戸
」
を
削

り
、
「
第
一
項
各
号
」
を
「
同
項
各
号
」
に
、
「
車
い
す
使
用
者
」
を
「
車
椅
子
使
用
者
」
に
改
め
、
「
又
は
前
項
第
二
号
の
引
き
戸
」
を
削
り
、

同
項
を
同
条
第
二
項
と
す
る
。

　

第
一
章
第
九
節
の
次
に
次
の
二
節
を
加
え
る
。

　
　
　
　

第
十
節　

別
の
建
築
物
と
み
な
す
部
分

（
別
の
建
築
物
と
み
な
す
部
分
）

第
八
条
の
二
十　

建
築
物
が
令
第
百
九
条
の
八
に
規
定
す
る
火
熱
遮
断
壁
等
（
以
下
「
火
熱
遮
断
壁
等
」
と
い
う
。
）
で
区
画
さ
れ
て
い
る
場
合
に

お
け
る
当
該
火
熱
遮
断
壁
等
に
よ
り
分
離
さ
れ
た
部
分
は
、
第
三
条
の
二
、
第
七
条
、
第
七
条
の
三
、
第
八
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
（
そ
れ

ぞ
れ
同
条
第
三
項
及
び
第
十
条
の
四
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
条
の
五
第
一
項
第
一
号
イ
若
し
く
は
第
二
号
イ
、
第
十

六
条
（
第
七
十
三
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
節
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
第
二
十
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
（
第
二
十
一

条
第
七
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
及
び
第
七
十
三
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
節
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
第

二
十
五
条
第
一
号
、
第
二
十
九
条
、
第
三
十
一
条
第
四
号
、
第
三
十
八
条
第
一
項
第
一
号
、
第
四
十
八
条
又
は
第
五
十
一
条
第
一
号
の
規
定
の
適

用
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
の
建
築
物
と
み
な
す
。

２　

令
第
百
十
七
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
建
築
物
の
部
分
は
、
第
七
条
の
二
、
第
八
条
の
四
の
二
か
ら
第
八
条
の
六
ま
で
、
第
十
条
の
四
、
第
十

条
の
七
か
ら
第
十
一
条
ま
で
、
第
十
一
条
の
三
、
第
十
二
条
第
二
号
若
し
く
は
第
三
号
、
第
十
三
条
、
第
十
四
条
第
二
項
、
第
十
五
条
、
第
十
八

条
第
一
項
（
第
二
十
一
条
第
七
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
及
び
第
七
十
三
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
節
に

お
い
て
同
じ
。
）
、
第
二
十
条
第
三
項
（
第
七
十
三
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
節
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
第
二
十
三
条
、

第
二
十
四
条
、
第
二
十
五
条
第
二
号
、
第
二
十
六
条
、
第
三
十
一
条
第
五
号
（
第
三
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
節
に

お
い
て
同
じ
。
）
、
第
三
十
二
条
第
六
号
、
第
四
十
四
条
、
第
四
十
六
条
第
一
項
、
第
五
十
一
条
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
又
は
第
七
十
二
条



四

（
第
七
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
節
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
の
建
築
物
と

み
な
す
。

３　

令
第
百
二
十
六
条
の
二
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
建
築
物
の
部
分
は
、
第
十
二
条
第
一
号
又
は
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

そ
れ
ぞ
れ
別
の
建
築
物
と
み
な
す
。

　
　
　
　

第
十
一
節　

既
存
の
建
築
物
に
対
す
る
制
限
の
緩
和

（
増
築
、
改
築
、
大
規
模
の
修
繕
又
は
大
規
模
の
模
様
替
を
す
る
場
合
）

第
八
条
の
二
十
一　

法
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
第
三
条
の
二
、
第
七
条
、
第
七
条
の
二
、
第
七
条
の
三
第
二
項
、
第
十
条
の
四
、
第
十
条

の
五
、
第
十
条
の
七
か
ら
第
十
三
条
ま
で
、
第
十
四
条
第
一
項
、
第
十
六
条
、
第
十
七
条
、
第
十
八
条
第
一
項
、
第
十
九
条
（
第
一
項
第
一
号
に

係
る
部
分
を
除
く
。
）
（
第
二
十
一
条
第
七
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
並
び
に
第
三
十
七
条
及
び
第
七
十
三
条
第
一
項
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
二
十
三
条
か
ら
第
二
十
五
条
ま
で
、
第
二
十
九
条
、
第
三
十
条
、
第
三

十
一
条
（
第
四
号
及
び
第
五
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
三
十
二
条
（
第
六
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
三
十
三
条
第
一
項
、
第
三
十

八
条
、
第
三
十
九
条
、
第
四
十
二
条
、
第
四
十
三
条
、
第
四
十
五
条
、
第
四
十
六
条
、
第
四
十
八
条
か
ら
第
五
十
一
条
ま
で
、
第
七
十
四
条
、
第

八
十
条
（
第
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
又
は
第
八
十
一
条
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
の
適
用
を
受
け
な
い
建
築
物
に
つ
い

て
、
知
事
が
定
め
る
範
囲
内
に
お
い
て
増
築
、
改
築
、
大
規
模
の
修
繕
又
は
大
規
模
の
模
様
替
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
増
築
等
」
と
い

う
。
）
を
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
法
第
三
条
第
三
項
（
第
三
号
及
び
第
四
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

２　

法
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
第
三
条
の
二
、
第
七
条
か
ら
第
七
条
の
三
ま
で
、
第
十
条
の
四
、
第
十
条
の
五
、
第
十
条
の
七
か
ら
第
十

一
条
の
三
ま
で
、
第
十
二
条
、
第
十
三
条
、
第
十
四
条
第
一
項
、
第
十
六
条
、
第
十
八
条
第
一
項
、
第
二
十
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
二

十
三
条
か
ら
第
二
十
五
条
ま
で
、
第
二
十
九
条
、
第
三
十
条
、
第
三
十
一
条
（
第
四
号
及
び
第
五
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
三
十
二
条

（
第
六
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
三
十
三
条
第
一
項
、
第
三
十
八
条
、
第
三
十
九
条
、
第
四
十
三
条
、
第
四
十
五
条
、
第
四
十
六
条
第
一

項
、
第
四
十
八
条
か
ら
第
五
十
一
条
ま
で
、
第
七
十
四
条
又
は
第
八
十
一
条
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
の
適
用
を
受
け
な
い
建



五

第
八

十

一
号
議
案
　
東
京
都
建
築
安
全
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

築
物
で
あ
つ
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
規
定
す
る
基
準
の
適
用
上
一
の
建
築
物
で
あ
つ
て
も
別
の
建
築
物
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
部
分
と
し
て
知

事
が
定
め
る
部
分
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
独
立
部
分
」
と
い
う
。
）
が
二
以
上
あ
る
も
の
に
つ
い
て
増
築
等
を
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
法

第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
増
築
等
を
す
る
独
立
部
分
以
外
の
独
立
部
分
に
対
し
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

３　

法
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
第
十
一
条
の
四
、
第
十
二
条
（
増
築
又
は
改
築
に
係
る
部
分
以
外
の
部
分
に
つ
い
て
、
同
条
第
二
号
に
掲

げ
る
要
件
に
該
当
せ
ず
、
か
つ
、
同
条
第
一
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
場
合
に
限
る
。
）
、
第
十
四
条
第
二
項
、
第
十
五
条
、

第
十
八
条
第
二
項
（
第
七
十
三
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
第
十
九
条
（
第
一
項
第
一
号
に
係
る

部
分
に
限
る
。
）
（
第
七
十
三
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
第
二
十
条
第
三
項
、
第
二
十
六
条
、

第
三
十
一
条
（
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
（
第
三
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
条
に
お
い
て

同
じ
。
）
、
第
三
十
二
条
（
第
六
号
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
（
第
三
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
条
に
お
い
て
同

じ
。
）
、
第
四
十
四
条
、
第
四
十
七
条
、
第
七
十
二
条
、
第
七
十
五
条
、
第
七
十
八
条
又
は
第
八
十
条
（
第
一
号
及
び
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限

る
。
）
の
規
定
の
適
用
を
受
け
な
い
建
築
物
に
つ
い
て
増
築
等
を
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
法
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
増

築
等
を
す
る
部
分
以
外
の
部
分
に
対
し
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

４　

法
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
第
八
条
の
十
三
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
な
い
建
築
物
の
増
築
等
を
す
る
場
合
で
、
構
造
上
の
制
約

そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
新
た
に
併
設
引
き
戸
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
、
か
つ
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
の
措
置
を
講
じ
た
と
き
は
、
法

第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
八
条
の
十
三
第
一
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

　

一　

当
該
建
築
物
内
に
お
け
る
第
八
条
の
十
三
第
一
項
第
一
号
の
位
置
以
外
の
位
置
に
、
同
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
規
定
す
る
構
造
の
引

き
戸
が
設
け
ら
れ
て
い
る
場
合
は
、
当
該
引
き
戸
ま
で
の
方
向
及
び
距
離
を
表
示
し
た
看
板
等
を
建
築
物
内
及
び
敷
地
内
に
設
け
る
こ
と
。

　

二　

当
該
建
築
物
内
に
お
け
る
第
八
条
の
十
三
第
一
項
第
一
号
の
位
置
以
外
の
位
置
に
、
同
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
規
定
す
る
構
造
の
引

き
戸
を
新
た
に
設
け
、
当
該
引
き
戸
ま
で
の
方
向
及
び
距
離
を
表
示
し
た
看
板
等
を
建
築
物
内
及
び
敷
地
内
に
設
け
る
こ
と
。

５　

前
項
第
二
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
建
築
物
の
構
造
上
の
制
約
に
よ
り
同
号
の
引
き
戸
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
お
い
て
、
第
八

条
の
十
三
第
一
項
各
号
の
要
件
に
該
当
す
る
戸
で
あ
つ
て
、
車
椅
子
使
用
者
が
容
易
に
開
閉
し
て
通
過
で
き
る
も
の
を
設
け
た
と
き
は
、
前
項
第
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二
号
の
引
き
戸
を
設
け
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

（
用
途
の
変
更
を
す
る
場
合
）

第
八
条
の
二
十
二　

法
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
第
三
条
の
二
、
第
七
条
、
第
七
条
の
三
第
二
項
、
第
八
条
の
七
か
ら
第
八
条
の
十
七
ま

で
、
第
十
条
の
五
（
第
一
項
第
一
号
ロ
及
び
第
二
号
ロ
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
十
一
条
の
二
、
第
十
八
条
第
二
項
、
第
二
十
五
条
（
第
一

号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
三
十
条
、
第
三
十
一
条
（
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
三
十
二
条
（
第
六
号
に
係

る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
三
十
八
条
（
第
一
項
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
三
十
九
条
、
第
四
十
七
条
（
第
一
項
に
係
る
部
分
を
除

く
。
）
、
第
四
十
八
条
、
第
四
十
九
条
、
第
五
十
条
第
一
項
、
第
五
十
一
条
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
七
十
四
条
、
第
七
十
五

条
、
第
七
十
八
条
、
第
八
十
条
又
は
第
八
十
一
条
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
の
適
用
を
受
け
な
い
建
築
物
に
係
る
用
途
の
変
更

に
つ
い
て
は
、
法
第
八
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

２　

前
条
第
二
項
（
第
七
条
の
二
、
第
十
条
の
四
第
三
項
若
し
く
は
第
四
項
、
第
十
条
の
五
（
第
一
項
第
一
号
イ
及
び
第
二
号
イ
に
係
る
部
分
に
限

る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
第
十
条
の
七
か
ら
第
十
一
条
ま
で
、
第
十
一
条
の
三
、
第
十
二
条
、
第
十
三
条
、
第
十
四
条
第
一
項
、

第
十
六
条
、
第
十
八
条
第
一
項
、
第
二
十
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
二
十
三
条
、
第
二
十
四
条
、
第
二
十
五
条
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に

限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
第
二
十
九
条
、
第
三
十
一
条
（
第
四
号
及
び
第
五
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

同
じ
。
）
、
第
三
十
二
条
（
第
六
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
第
三
十
三
条
第
一
項
、
第
三
十
八
条
（
第
一
項

第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
第
四
十
三
条
、
第
四
十
五
条
、
第
四
十
六
条
第
一
項
、
第
五
十
条
第
二
項
又

は
第
五
十
一
条
（
第
二
号
に
係
る
部
分
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
前
条
第
三
項
（
第
十
一
条
の

四
、
第
十
二
条
（
用
途
の
変
更
に
係
る
部
分
以
外
の
部
分
に
つ
い
て
、
同
条
第
二
号
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
せ
ず
、
か
つ
、
同
条
第
一
号
及
び
第

三
号
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
場
合
に
限
る
。
）
、
第
十
四
条
第
二
項
、
第
十
五
条
、
第
十
九
条
（
第
一
項
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
以

下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
第
二
十
条
第
三
項
、
第
二
十
六
条
、
第
四
十
四
条
、
第
四
十
七
条
第
一
項
又
は
第
七
十
二
条
に
係
る
部
分
に
限

る
。
）
の
規
定
は
、
法
第
八
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
第
七
条
の
二
、
第
十
条
の
四
第
三
項
若
し
く
は
第
四
項
、
第
十
条
の
五
、
第
十
条

の
七
か
ら
第
十
一
条
ま
で
、
第
十
一
条
の
三
か
ら
第
十
六
条
ま
で
、
第
十
八
条
第
一
項
、
第
十
九
条
、
第
二
十
条
、
第
二
十
三
条
か
ら
第
二
十
六
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案
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京
都
建
築
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全
条
例
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部
を
改
正
す
る
条
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条
ま
で
、
第
二
十
九
条
、
第
三
十
一
条
、
第
三
十
二
条
、
第
三
十
三
条
第
一
項
、
第
三
十
八
条
、
第
四
十
三
条
か
ら
第
四
十
五
条
ま
で
、
第
四
十

六
条
第
一
項
、
第
四
十
七
条
第
一
項
、
第
五
十
条
第
二
項
、
第
五
十
一
条
又
は
第
七
十
二
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
建
築
物
の
用
途
を
変
更
す

る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
条
第
二
項
及
び
第
三
項
中
「
増
築
等
」
と
あ
り
、
並
び
に
同
項
中
「
増
築
又
は
改
築
」

と
あ
る
の
は
「
用
途
の
変
更
」
と
、
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
中
「
法
第
三
条
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
八
十
七
条
第
三
項
」
と
読
み
替
え

る
も
の
と
す
る
。

３　

法
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
第
八
条
第
一
項
（
同
条
第
三
項
及
び
第
十
条
の
四
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
の

適
用
を
受
け
な
い
建
築
物
の
用
途
を
変
更
す
る
場
合
で
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
法
第
八
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
か
か

わ
ら
ず
、
第
八
条
第
一
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

　

一　

避
難
階
に
お
い
て
用
途
を
変
更
し
、
か
つ
、
用
途
を
変
更
す
る
部
分
と
避
難
階
の
屋
内
避
難
経
路
と
の
間
の
部
分
に
耐
火
構
造
の
壁
（
第
八

条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
準
耐
火
構
造
の
壁
、
第
十
条
の
四
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
間
仕
切
壁
）

又
は
法
第
二
条
第
九
号
の
二
ロ
で
定
め
る
防
火
設
備
（
第
十
条
の
四
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
戸
（
ふ
す
ま
、
障
子
そ
の
他

こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
を
除
く
。
）
）
で
令
第
百
十
二
条
第
十
九
項
第
二
号
に
定
め
る
も
の
で
区
画
を
設
け
る
と
き
。

　

二　

避
難
階
以
外
の
階
に
お
い
て
用
途
を
変
更
す
る
と
き
。

　

第
十
条
の
四
第
二
項
第
一
号
中
「
第
百
十
二
条
第
十
八
項
第
二
号
」
を
「
第
百
十
二
条
第
十
九
項
第
二
号
」
に
、
「
同
条
第
十
一
項
た
だ
し
書
」

を
「
同
条
第
十
二
項
た
だ
し
書
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
第
百
十
二
条
第
十
八
項
第
二
号
」
を
「
第
百
十
二
条
第
十
九
項
第
二
号
」
に
改
め

る
。

　

第
十
条
の
五
第
一
項
第
一
号
中
「
耐
火
建
築
物
と
し
、
か
つ
、
こ
れ
ら
の
用
途
に
供
す
る
部
分
を
そ
の
他
の
部
分
と
耐
火
構
造
の
床
若
し
く
は
壁

又
は
令
第
百
十
二
条
第
十
八
項
第
二
号
に
定
め
る
特
定
防
火
設
備
で
区
画
す
る
」
を
「
次
に
よ
る
」
に
改
め
、
同
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　

イ　

耐
火
建
築
物
と
す
る
こ
と
。

　
　

ロ　

こ
れ
ら
の
用
途
に
供
す
る
部
分
を
そ
の
他
の
部
分
と
耐
火
構
造
の
床
若
し
く
は
壁
又
は
令
第
百
十
二
条
第
十
九
項
第
二
号
に
定
め
る
特
定

防
火
設
備
で
区
画
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
第
九
条
第
五
号
に
掲
げ
る
用
途
に
供
す
る
部
分
で
あ
つ
て
、
令
第
百
十
二
条
第
十
八
項
た
だ
し
書
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に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
従
い
、
警
報
設
備
を
設
け
る
こ
と
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
場
合
に

お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

　

第
十
条
の
五
第
一
項
第
二
号
中
「
（
前
号
の
適
用
が
あ
る
場
合
を
除
く
。
）
は
、
耐
火
建
築
物
又
は
準
耐
火
建
築
物
と
し
、
か
つ
、
こ
れ
ら
の
用

途
に
供
す
る
部
分
を
そ
の
他
の
部
分
と
準
耐
火
構
造
の
床
若
し
く
は
壁
又
は
法
第
二
条
第
九
号
の
二
ロ
に
定
め
る
防
火
設
備
で
令
第
百
十
二
条
第
十

八
項
第
二
号
に
定
め
る
も
の
で
区
画
す
る
こ
と
」
を
「
は
、
次
に
よ
る
こ
と
（
前
号
の
適
用
が
あ
る
場
合
を
除
く
。
）
」
に
改
め
、
同
号
に
次
の
よ

う
に
加
え
る
。

　
　

イ　

耐
火
建
築
物
又
は
準
耐
火
建
築
物
と
す
る
こ
と
。

　
　

ロ　

こ
れ
ら
の
用
途
に
供
す
る
部
分
を
そ
の
他
の
部
分
と
準
耐
火
構
造
の
床
若
し
く
は
壁
又
は
法
第
二
条
第
九
号
の
二
ロ
に
定
め
る
防
火
設
備

で
令
第
百
十
二
条
第
十
九
項
第
二
号
に
定
め
る
も
の
で
区
画
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
前
号
ロ
た
だ
し
書
に
該
当
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で

な
い
。

　

第
十
条
の
五
第
二
項
中
「
に
掲
げ
る
基
準
に
」
を
「
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
主
要
構
造
部
」
を
「
特
定
主
要
構
造

部
」
に
、
「
第
百
十
条
第
一
号
」
を
「
第
百
十
条
」
に
改
め
る
。

　

第
十
一
条
第
二
項
中
「
主
要
構
造
部
」
を
「
特
定
主
要
構
造
部
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
を
削
る
。

　

第
十
一
条
の
四
中
「
第
二
十
二
条
の
三
」
を
「
第
二
十
二
条
の
三
第
一
項
」
に
改
め
る
。

　

第
十
五
条
た
だ
し
書
を
削
り
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２　

前
項
の
規
定
は
、
当
該
用
途
に
供
す
る
部
分
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
適
用
し
な
い
。

　

一　

避
難
階
又
は
避
難
階
の
直
上
階
に
あ
る
場
合

　

二　

床
面
積
の
合
計
が
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
の
場
合�

　

三　

火
災
が
発
生
し
た
場
合
に
避
難
上
支
障
の
あ
る
高
さ
ま
で
煙
又
は
ガ
ス
の
降
下
が
生
じ
な
い
建
築
物
の
部
分
と
し
て
、
床
面
積
、
天
井
の
高

さ
並
び
に
消
火
設
備
及
び
排
煙
設
備
の
設
置
の
状
況
及
び
構
造
を
考
慮
し
て
知
事
が
定
め
る
も
の
で
あ
る
場
合

　

第
十
六
条
第
一
項
中
「
場
合
は
、
」
の
下
に
「
特
定
主
要
構
造
部
を
耐
火
構
造
と
し
、
又
は
」
を
加
え
る
。



九

第
八

十

一
号
議
案
　
東
京
都
建
築
安
全
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

第
十
九
条
第
一
項
第
二
号
ロ
中
「
。
次
項
」
を
「
。
以
下
こ
の
条
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
含
む
」
の
下
に
「
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同

じ
」
を
加
え
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
た
だ
し
、
」
の
下
に
「
下
階
の
屋
上
部
分
の
窓
先
空
地
か
ら
避
難
上
有
効
に
連
絡
す
る
」
を
、
「
場
合
は
」
の

下
に
「
、
当
該
特
別
避
難
階
段
に
つ
い
て
は
」
を
加
え
、
同
条
第
三
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

３　

避
難
階
以
外
の
階
に
お
い
て
、
住
戸
等
に
避
難
上
有
効
な
バ
ル
コ
ニ
ー
又
は
器
具
等
か
ら
直
通
階
段
ま
で
安
全
に
避
難
で
き
る
避
難
経
路
が
確

保
さ
れ
て
い
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
住
戸
等
の
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
第
二
号
ロ
中
「
窓
先
空
地
（
通
路
そ
の
他
の
避

難
上
有
効
な
空
地
又
は
特
別
避
難
階
段
若
し
く
は
地
上
に
通
ず
る
幅
員
九
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
専
用
の
屋
外
階
段
（
次
項
に
お
い
て
「
専

用
屋
外
階
段
」
と
い
う
。
）
に
避
難
上
有
効
に
連
絡
す
る
下
階
の
屋
上
部
分
で
、
住
戸
等
の
床
面
積
の
合
計
に
応
じ
て
、
次
の
表
に
定
め
る
幅
員

以
上
の
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
あ
る
の
は
、
「
窓
先
の
空
間
（
採
光
及
び
通
風
上
有
効
な
空
間
で
、
住
戸
等
の
床

面
積
の
合
計
に
応
じ
て
、
次
の
表
に
定
め
る
幅
員
以
上
の
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
し
、
前
項
の
規
定
は
適
用
し
な

い
。

　

第
十
九
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

４　

前
項
の
場
合
は
、
同
項
の
直
通
階
段
か
ら
道
路
等
ま
で
を
幅
員
二
メ
ー
ト
ル
（
住
戸
等
の
床
面
積
の
合
計
が
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
の
場
合

に
あ
つ
て
は
、
一
・
五
メ
ー
ト
ル
）
以
上
の
屋
外
通
路
で
避
難
上
有
効
に
連
絡
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
直
通
階
段
が
避
難
階
の
廊

下
そ
の
他
避
難
の
用
に
供
す
る
部
分
に
通
ず
る
場
合
は
、
当
該
直
通
階
段
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

５　

第
一
項
第
二
号
ロ
の
窓
先
空
地
及
び
第
二
項
の
屋
外
通
路
の
幅
員
の
算
定
に
係
る
住
戸
等
の
床
面
積
の
合
計
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に

応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
掲
げ
る
住
戸
等
の
床
面
積
の
合
計
に
よ
り
算
定
し
、
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
第
一
項
第

二
号
ロ
の
窓
先
の
空
間
及
び
前
項
の
屋
外
通
路
の
幅
員
の
算
定
に
係
る
住
戸
等
の
床
面
積
の
合
計
は
、
窓
先
の
空
間
に
直
接
面
す
る
窓
を
有
す
る

住
戸
等
の
床
面
積
の
合
計
に
よ
り
算
定
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
住
戸
等
の
床
面
積
の
合
計
に
は
第
一
項
第
一
号
、
第
二
号
イ
及
び
第
三
号

の
規
定
に
適
合
す
る
一
以
上
の
居
住
の
用
に
供
す
る
居
室
を
有
す
る
共
同
住
宅
の
住
戸
又
は
住
室
の
部
分
並
び
に
同
項
第
一
号
、
第
二
号
イ
及
び

第
三
号
の
規
定
に
適
合
す
る
寄
宿
舎
の
寝
室
又
は
下
宿
の
宿
泊
室
の
部
分
の
床
面
積
は
、
算
入
し
な
い
も
の
と
す
る
。

　

一　

通
路
そ
の
他
の
避
難
上
有
効
な
空
地
を
窓
先
空
地
と
し
た
場
合　

当
該
窓
先
空
地
に
直
接
面
す
る
窓
を
有
す
る
住
戸
等
及
び
当
該
窓
先
空
地



一
〇

と
屋
外
通
路
に
よ
り
接
続
す
る
窓
先
空
地
に
直
接
面
す
る
窓
を
有
す
る
住
戸
等

　

二　

特
別
避
難
階
段
又
は
専
用
屋
外
階
段
に
避
難
上
有
効
に
連
絡
す
る
下
階
の
屋
上
部
分
を
窓
先
空
地
と
し
た
場
合　

当
該
特
別
避
難
階
段
又
は

当
該
専
用
屋
外
階
段
に
避
難
上
有
効
に
連
絡
す
る
窓
先
空
地
に
直
接
面
す
る
窓
を
有
す
る
住
戸
等

　

第
二
十
条
第
一
項
第
一
号
中
「
主
要
構
造
部
が
耐
火
構
造
又
は
令
第
百
十
二
条
」
を
「
特
定
主
要
構
造
部
が
耐
火
構
造
で
あ
り
、
又
は
主
要
構
造

部
が
令
第
百
十
二
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
第
一
号
中
「
主
要
構
造
部
が
耐
火
構
造
」
を
「
特
定
主
要
構
造
部
が
耐
火
構
造
で
あ
り
、
」

に
改
め
、
「
又
は
」
の
下
に
「
主
要
構
造
部
が
」
を
加
え
る
。

　

第
二
十
一
条
第
一
項
第
一
号
中
「
第
百
十
二
条
第
三
項
」
を
「
第
百
十
二
条
第
四
項
」
に
改
め
、
同
条
第
七
項
中
「
同
条
第
三
項
第
二
号
中
「
第

一
項
第
一
号
」
を
「
同
条
第
五
項
中
「
同
項
第
一
号
」
に
、
「
第
一
項
第
二
号
イ
」
を
「
同
項
第
二
号
イ
」
に
改
め
、
「
と
読
み
替
え
る
も
の
」
を

削
る
。

　

第
二
十
三
条
第
二
項
中
「
以
上
で
」
の
下
に
「
、
か
つ
」
を
加
え
、
「
、
か
つ
、
高
さ
が
三
・
五
メ
ー
ト
ル
以
上
」
を
削
る
。

　

第
二
十
五
条
中
「
い
う
」
の
下
に
「
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
」
を
加
え
、
同
条
第
一
号
中
「
第
百
十
二
条
第
十
八
項
第
二
号
」
を
「
第
百
十
二
条

第
十
九
項
第
二
号
」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
九
条
第
二
項
第
三
号
中
「
主
要
構
造
部
」
を
「
特
定
主
要
構
造
部
」
に
、
「
第
百
十
二
条
第
十
八
項
第
二
号
」
を
「
第
百
十
二
条
第
十
九

項
第
二
号
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
条
第
一
項
中
「
第
百
十
二
条
第
十
八
項
第
二
号
」
を
「
第
百
十
二
条
第
十
九
項
第
二
号
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
七
条
中
「
（
第
一
項
第
一
号
」
の
下
に
「
に
係
る
部
分
」
を
加
え
、
「
同
条
第
一
項
」
を
「
同
条
」
に
、
「
同
条
第
二
項
中
「
住
戸
等
」

と
あ
る
の
は
「
宿
泊
室
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
住
戸
等
」
と
あ
る
の
は
「
宿
泊
室
」
と
、
」
を
「
同
条
第
五
項
中
」
に
改
め
、
「
第
一
項
第
二
号

イ
」
と
」
の
下
に
「
、
「
同
項
第
一
号
、
第
二
号
イ
」
と
あ
る
の
は
「
同
項
第
二
号
イ
」
と
」
を
加
え
る
。

　

第
三
十
八
条
第
一
項
中
「
耐
火
建
築
物
と
し
、
か
つ
、
他
の
用
途
に
供
す
る
部
分
と
を
耐
火
構
造
の
床
若
し
く
は
壁
又
は
令
第
百
十
二
条
第
十
八

項
第
二
号
に
定
め
る
特
定
防
火
設
備
で
区
画
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
を
「
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
に
改
め
、
同
項
た

だ
し
書
を
削
り
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。



一
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第
八

十

一
号
議
案
　
東
京
都
建
築
安
全
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

一　

耐
火
建
築
物
と
す
る
こ
と
。

　

二　

公
衆
浴
場
の
用
に
供
す
る
部
分
と
そ
の
他
の
用
途
に
供
す
る
部
分
と
を
耐
火
構
造
の
床
若
し
く
は
壁
又
は
令
第
百
十
二
条
第
十
九
項
第
二
号

に
定
め
る
特
定
防
火
設
備
で
区
画
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
八
条
第
二
項
中
「
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
建
築
物
に
つ
い
て
は
、
前
項
本
文
」
を
「
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
前

項
」
に
改
め
、
同
項
各
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

一　

平
屋
建
て
の
場
合

　

二　

特
定
主
要
構
造
部
が
令
第
百
十
条
に
定
め
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
建
築
物
で
、
法
第
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
国
土
交
通
大

臣
が
定
め
た
構
造
方
法
を
用
い
る
場
合
又
は
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
場
合
で
、
外
壁
の
開
口
部
の
う
ち
令
第
百
十
条
の
二
各
号
に
掲

げ
る
も
の
に
、
令
第
百
九
条
に
規
定
す
る
防
火
設
備
（
そ
の
構
造
が
令
第
百
十
条
の
三
に
定
め
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
、
法
第
二

十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
た
構
造
方
法
を
用
い
る
も
の
又
は
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
も
の
に
限

る
。
）
を
設
け
た
場
合

　

第
四
十
一
条
第
二
項
中
「
第
百
十
二
条
第
十
八
項
第
二
号
」
を
「
第
百
十
二
条
第
十
九
項
第
二
号
」
に
改
め
る
。

　

第
四
十
八
条
第
一
項
た
だ
し
書
中
「
に
掲
げ
る
」
を
「
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
」
に
改
め
る
。

　

第
四
十
九
条
及
び
第
五
十
条
第
一
項
中
「
第
百
十
二
条
第
十
八
項
」
を
「
第
百
十
二
条
第
十
九
項
第
一
号
」
に
改
め
る
。

　

第
五
十
一
条
第
一
号
中
「
し
、
か
つ
、
他
の
用
途
に
供
す
る
部
分
と
を
耐
火
構
造
の
床
若
し
く
は
壁
又
は
令
第
百
十
二
条
第
十
八
項
第
二
号
に
定

め
る
特
定
防
火
設
備
で
区
画
」
を
削
り
、
同
条
中
第
四
号
を
第
五
号
と
し
、
第
三
号
を
第
四
号
と
し
、
第
二
号
を
第
三
号
と
し
、
第
一
号
の
次
に
次

の
一
号
を
加
え
る
。

　

二　

興
行
場
等
と
そ
の
他
の
用
途
に
供
す
る
部
分
と
を
耐
火
構
造
の
床
若
し
く
は
壁
又
は
令
第
百
十
二
条
第
十
九
項
第
二
号
に
定
め
る
特
定
防
火

設
備
で
区
画
す
る
こ
と
。

　

第
七
十
二
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３　

前
二
項
の
規
定
は
、
令
第
百
二
十
八
条
の
五
第
七
項
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。



一
二

　

第
七
十
三
条
の
九
、
第
七
十
三
条
の
十
第
一
項
第
六
号
、
同
条
第
二
項
、
第
七
十
三
条
の
十
六
及
び
第
七
十
三
条
の
十
七
第
一
項
第
一
号
中
「
第

百
十
二
条
第
十
八
項
第
二
号
」
を
「
第
百
十
二
条
第
十
九
項
第
二
号
」
に
改
め
る
。

　

第
七
十
四
条
中
「
第
百
十
二
条
第
十
九
項
又
は
第
二
十
項
」
を
「
第
百
十
二
条
第
二
十
項
又
は
第
二
十
一
項
」
に
、
「
第
百
十
二
条
第
十
項
」
を

「
第
百
十
二
条
第
十
一
項
」
に
改
め
る
。

　

第
八
十
三
条
第
一
項
中
「
第
三
十
七
条
又
は
第
七
十
三
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
二
項
」
を
「
同
条
第
三
項

に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
又
は
第
三
十
七
条
若
し
く
は
第
七
十
三
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
項
（
第
三

十
七
条
又
は
第
七
十
三
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
四
項
」
に
、
「
施
工
者
」
を
「
工
事
施
工
者
」
に
改
め
、
同

条
第
二
項
中
「
施
工
者
」
を
「
工
事
施
工
者
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

１　

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２　

こ
の
条
例
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
提
案
理
由
）

　

既
存
建
築
物
の
用
途
変
更
の
円
滑
化
や
建
築
技
術
の
進
展
等
に
対
応
す
る
た
め
、
直
通
階
段
か
ら
の
避
難
経
路
及
び
共
同
住
宅
等
の
窓
先
空
地
に

係
る
規
定
等
を
見
直
す
ほ
か
、
脱
炭
素
社
会
の
実
現
に
資
す
る
た
め
の
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
六
十
九
号
）
の
施
行
に
よ
る
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
の
改
正
等
に
伴
い
、
規
定
を
整
備

す
る
必
要
が
あ
る
。


